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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料電池本体と、該燃料電池へ反応ガスを供給および排出するガス流路と、該ガス流路
におけるガス流通状態を調整する調整部品と、を備える燃料電池システムであって、
　前記ガス流路の一部を掃気する少なくとも２系統の掃気経路を備え、第１の掃気経路は
燃料電池本体を含むように形成され、第２の掃気経路は燃料電池本体をバイパスするよう
に形成され、
　当該燃料電池システムは、さらに、第１の掃気経路または第２の掃気経路にガスを流通
させるため、前記調整部品の動作を制御する制御部を有し、
　前記制御部は、第１の掃気経路でのガスの流通を停止してから、第２の掃気経路にガス
を流通させることを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
　当該燃料電池システムは、さらに、第１の掃気経路内の残留水分量を把握する手段を有
し、
　第１の掃気経路にガスが流通されている間に、前記手段によって第１の掃気経路内の残
留水分量が基準値以下となったことが確認された場合、前記制御部は、第１の掃気経路で
のガスの流通を停止し、第２の掃気経路にガスを流通させることを特徴とする請求項1に
記載の燃料電池システム。
【請求項３】
　さらに第１の掃気経路の所定箇所の温度を検出する検出手段を有し、前記制御部は、前
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記検出手段により検出された温度が基準値以下となったときに、前記調整部品の動作を制
御し、第１の掃気経路にガスを流通させることを特徴とする請求項２に記載の燃料電池シ
ステム。
【請求項４】
　前記反応ガスを排出するガス流路は、排出された反応ガスを、循環ポンプによって、前
記反応ガスを供給するガス流路に戻す循環流路を備え、
　第１および第２の掃気経路は、循環ポンプを有することを特徴とする請求項１に記載の
燃料電池システム。
【請求項５】
　第２の掃気経路は、さらにバイパス流路を有し、該バイパス流路の一端は、前記循環流
路の、循環ポンプと前記供給流路の間に接続され、前記バイパス流路の他端は、前記循環
流路の、燃料電池本体と循環ポンプの間に接続されることを特徴とする請求項４に記載の
燃料電池システム。
【請求項６】
　第１および／または第２の掃気経路は、気液分離装置を有することを特徴とする請求項
１乃至５のいずれか一つに記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　第２の掃気経路は、燃料電池本体に流通されていない反応ガスで掃気されることを特徴
とする請求項１乃至６のいずれか一つに記載の燃料電池システム。
【請求項８】
　燃料電池本体と、該燃料電池へ反応ガスを供給および排出するガス流路と、該ガス流路
におけるガス流通状態を調整する調整部品と、を備える燃料電池システムの停止方法であ
って、
　前記燃料電池システムは、前記ガス流路の一部を掃気する少なくとも２系統の掃気経路
を備え、第１の掃気経路は燃料電池本体を含むように形成され、第２の掃気経路は燃料電
池本体をバイパスするように形成され、
　システム停止前に、
　第１の掃気経路で掃気を行うステップと、
　前記第１の掃気経路で掃気を行うステップの後に、第２の掃気経路で掃気を行うステッ
プと、が実行されることを特徴とする燃料電池システムの停止方法。
【請求項９】
　前記燃料電池システムはさらに、所定箇所の温度を検出する検出手段を有し、該検出手
段により検出された温度が基準値以下となった場合に、第１の掃気経路と第２の掃気経路
の両方で掃気が行われることを特徴とする請求項８に記載の燃料電池システムの停止方法
。
【請求項１０】
　第１の掃気経路の残留水分量が基準値以下になったと判断された場合に、第１の掃気経
路で掃気を行うステップから、第２の掃気経路で掃気を行うステップに移行することを特
徴とする請求項８または９に記載の燃料電池システムの停止方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料電池システムおよびその停止方法に関し、特にガス流路に設けられたポ
ンプ、バルブ等のシステム構成部品の凍結を抑制することの可能な燃料電池システムおよ
びその停止方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池システムは、燃料ガスと酸化剤ガスをこれらのガスの供給経路を介して燃料電
池に供給し、電池本体でのこれらのガスの電気化学反応を利用して発電を行うシステムで
ある。この電気化学反応によって電池本体では水が生成されるが、この水は、燃料オフガ
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ス（燃料電池本体から排出される燃料ガス）や酸化剤オフガス（燃料電池本体から排出さ
れる酸化剤ガス）中に含まれた状態で電池本体から排出される。
【０００３】
　従って、燃料電池システムの停止中等に外気の温度が例えば氷点下にまで低下すると、
システムのガス流路に設けられた弁や配管等に残留するガス中の水分が凝縮して、これら
の構成部品が凍結する場合がある。このような場合、その後燃料電池システムを始動させ
ようとしても、始動させることができなかったり、始動させることができても正常な作動
を行うことができなくなる恐れがある。特にポンプ等のようなガス供給系装置が凍結して
しまうと、燃料ガスや酸化剤ガスの供給が行えなくなり、システム全体が始動できるまで
相当な時間を要してしまう。
【０００４】
　この問題の対策として、例えば水素ポンプの吸込口または吐出部に液体貯留部を設け、
水素ポンプのポンプ室内に水分が残留しにくい構造にするとともに、システム停止直前に
水素ポンプ内を乾燥水素ガスで掃気して、残留水分を除去する方法が示されている（特許
文献１）。
【０００５】
　また、別の方法として、水素ポンプの凍結を防止するため、システム停止段階において
、所定のタイミングで水素ポンプ内に乾燥した水素ガスをパージして、残留水分を排出す
る方法が提案されている（特許文献２）。
【特許文献１】特開２００３－１７８７８２号公報
【特許文献２】特開２００５－１５８４２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１、２では、水素ポンプのみを対象に凍結防止処置が検討されて
おり、燃料電池本体など他の部位に残留する水分については考慮されていない。従って、
システム停止時に、燃料電池本体および／または水素ポンプを含むシステムのガス流路に
おける凍結の問題を回避しようとして、例えば燃料電池本体と水素ポンプを含むガス経路
を掃気経路として、特許文献１、２の操作を行った場合、燃料電池本体内の水分が、ガス
の流れの下流側に設けられたポンプおよび／またはバルブ等のシステム構成部品に流入し
てしまうため、ガス流路内の水分を効果的に排出させることができないという問題があっ
た。
【０００７】
　本発明はこのような課題に鑑みなされたものであり、システム起動時に、燃料ガスおよ
び／または酸化剤ガス流路に設置された、ポンプ等の各構成部品の凍結を効果的に防止す
ることのできる燃料電池システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、本発明では、燃料電池本体と、該燃料電池へ反応ガスを供
給および排出するガス流路と、該ガス流路におけるガス流通状態を調整する調整部品と、
を備える燃料電池システムであって、
　前記ガス流路の一部を掃気する少なくとも２系統の掃気経路を備え、第１の掃気経路は
燃料電池本体を含むように形成され、第２の掃気経路は燃料電池本体をバイパスするよう
に形成され、
　当該燃料電池システムは、さらに、第１の掃気経路または第２の掃気経路にガスを流通
させるため、前記調整部品の動作を制御する制御部を有し、
　前記制御部は、第１の掃気経路でのガスの流通を停止してから、第２の掃気経路にガス
を流通させることを特徴とする燃料電池システムが提供される。
【０００９】
　ここで、「調整部品」とは、前記反応ガスを供給および排出するガス流路のいずれかの
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箇所に設置された、ポンプ、バルブ、気液分離器、加湿器、配管等のシステム構成部品を
意味することに留意する必要がある。本発明では、燃料電池システムに、このような少な
くとも２系統の掃気経路を設けたため、システム停止時に、燃料電池本体を含む第１の掃
気経路での掃気を行ってから、燃料電池本体を含まない第２の掃気経路での掃気を行うこ
とが可能となり、燃料電池本体から排出される水分の影響を受けることなく、対象ガス流
路から残留水分を効率的に排出させることが可能となる。
【００１１】
　また、前記反応ガスを排出するガス流路は、排出された反応ガスを、循環ポンプによっ
て、前記反応ガスを供給するガス流路に戻す循環流路を備え、第１および第２の掃気経路
は、循環ポンプを含むように形成されても良い。この構成では、システム停止時に燃料電
池本体を含む第１の掃気経路の掃気を行ってから、燃料電池本体の影響を受けない状態で
、循環ポンプを含む第２の掃気経路の掃気を行うことができるため、循環ポンプの乾燥を
効率的に行うことが可能となる。
【００１２】
　ここで、燃料電池システムの第２の掃気経路は、さらにバイパス流路を有し、該バイパ
ス流路の一端は、前記循環流路の、循環ポンプと前記供給流路の間に接続され、前記バイ
パス流路の他端は、前記循環流路の、燃料電池本体と循環ポンプの間に接続されても良い
。
【００１３】
　さらに前述の燃料電池システムにおいて、第１および／または第２の掃気経路は、気液
分離装置を有しても良い。この場合、反応ガス流路内に残留する水分は、気液分離装置に
よって回収後、系外に排出されるため、調整部品をより効率的に乾燥させることができる
。
【００１４】
　また第２の掃気経路は、燃料電池本体に流通されていない「新鮮な」反応ガスで掃気さ
れても良い。この場合、水分を含まない乾燥反応ガスで第２の掃気経路を掃気することが
できるため、より効率的な調整部品の乾燥を行うことができる。
【００１５】
　さらに本発明では、燃料電池本体と、該燃料電池へ反応ガスを供給および排出するガス
流路と、該ガス流路におけるガス流通状態を調整する調整部品と、を備える燃料電池シス
テムの停止方法であって、
　前記燃料電池システムは、前記ガス流路の一部を掃気する少なくとも２系統の掃気経路
を備え、第１の掃気経路は燃料電池本体を含むように形成され、第２の掃気経路は燃料電
池本体をバイパスするように形成され、
　システム停止前に、
　第１の掃気経路で掃気を行うステップと、
　前記第１の掃気経路で掃気を行うステップの後に、第２の掃気経路で掃気を行うステッ
プと、が実行されることを特徴とする燃料電池システムの停止方法が提供される。本方法
では、燃料電池本体の乾燥後に、燃料電池本体と切り離された状態で構成部品の乾燥を行
うことが可能となるため、効率的な乾燥処理が可能となる。
【００１６】
　ここで前記燃料電池システムはさらに、所定箇所の温度を検出する検出手段を有し、該
検出手段により検出された温度が基準値以下となった場合に、第１の掃気経路と第２の掃
気経路の両方で掃気が行われても良い。この方法では、好ましくは、システムが凍結の生
じる恐れのある低温環境下に置かれているときにのみ、前述のステップが実行されるため
、システムの省エネ化が可能となる。
【００１７】
　また上記の燃料電池システムの停止方法において、第１の掃気経路の残留水分量が基準
値以下になったと判断された場合に、第１の掃気経路で掃気を行うステップから、第２の
掃気経路で掃気を行うステップに移行しても良い。これにより、より確実かつ効率的に対
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象構成部品の乾燥を行うことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の燃料電池システムでは、流路内に残留する水分が効率的に排出され、システム
停止状態におけるポンプおよびその他の構成部品での凍結発生を抑制することができるた
め、次回起動時に燃料電池システムの低温環境での速やかな始動が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。なお以下の例では、本発明を燃
料ガスの供給、排出（または循環）流路に適用したシステムを用いて説明する。ただし、
本発明は酸化剤ガス側の経路にも適用できる。
【００２０】
　図１には、本発明による燃料電池システムの一構成例を示す。このシステムは、燃料電
池本体１を有し、この燃料電池本体１で発生した電力を、例えば車両等の駆動源として利
用することができる。またこの燃料電池システムは、システム内で燃料ガスを流通させる
ための燃料ガス流路２と、酸化剤ガス（空気）を流通させるための酸化剤ガス流路３と、
制御部４とを備えている。なお以下の説明では、燃料電池に供給する燃料ガスとして水素
ガスを使用するシステムを例に説明する。
【００２１】
　燃料ガス流路２は、例えば高圧水素タンク２００のような水素燃料源からの燃料ガスを
燃料電池本体１に供給するための燃料ガス供給流路２０１と、燃料電池本体１から燃料オ
フガスを排出するための燃料オフガス排出流路２０３とを備えている。ただし燃料オフガ
ス排出流路２０３は、実質的には循環流路となっており、燃料電池本体１側から、後述す
る気液分離器２２０および水素ポンプ２１０を介して燃料ガス供給流路２０１に接続され
ている。以降この燃料オフガス排出流路２０３を循環流路２０３とも呼ぶ。循環流路２０
３には、第１の分岐流路２０７と、第２の分岐流路２０９とが接続されている。
【００２２】
　また、燃料ガス流路２の燃料ガス供給流路２０１には、高圧水素タンク２００の放出口
に常閉電磁弁２３０が配置されており、燃料電池本体１側に向かって順に、減圧弁２３２
、常閉電磁弁２３４が配置されている。一方循環流路２０３には、燃料電池本体１側から
見てこの順に常閉減圧弁２４０、気液分離器２２０、水素ポンプ２１０および逆止弁２４
２が配置されている。また第１の分岐流路２０７は、気液分離器２２０と接続されており
、その途中には常閉電磁弁２４４が配置されている。第２の分岐流路２０９は、水素ポン
プ２１０の出口側と、循環流路２０３と燃料ガス供給流路２０１の接続点Ａの間で、循環
流路２０３に接続されている。第２の分岐流路２０９には常閉電磁弁（パージ弁）２４６
および希釈器２５０が配置されており、希釈器２５０の出口側の第２の分岐流路２０９の
他端は、後述する酸化剤オフガス排出流路３０３と接続されている。なお第１の分岐流路
２０７の他端も、酸化剤オフガス排出流路３０３と接続されている。
【００２３】
　なお、循環流路２０３には、水素ポンプ２１０と接続点Ａ（循環流路２０３と燃料ガス
供給流路２０１の接続点）の間に、循環流路２０３から分岐したバイパス流路５２０が接
続されており、該バイパス流路５２０は、電磁弁５１５を介して再度、電磁弁２４０と気
液分離器２２０の間で循環流路２０３に接続されている。
【００２４】
　一方、酸化剤ガス流路３は、燃料電池本体に酸化剤ガスを供給するための酸化剤ガス供
給流路３０１と、燃料電池本体１から酸化剤オフガスを排出するための酸化剤オフガス排
出流路３０３とを備えている。
【００２５】
　酸化剤ガス供給流路３０１には、コンプレッサ３０５と加湿器３２５とが配置されてい
る。また酸化剤オフガス排出流路３０３には、前述の加湿器３２５が設置され、加湿器３
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２５と燃料電池本体１の間には電磁弁（エア調圧弁）３０９が配置されている。また酸化
剤オフガス排出流路３０３は、前述の分岐流路２０７との接続点よりも下流側に酸化剤オ
フガス分岐流路３１２を有し、この酸化剤オフガス分岐流路３１２は前述の希釈器２５０
と接続される。ただし、希釈器２５０と酸化剤オフガス分岐流路３１２は、省略される場
合もある。
【００２６】
　制御部４は、前述の各流路の所定の箇所に設置された圧力センサと温度センサからの圧
力測定結果４００、温度測定結果４０１を受けて、各弁２３４、２４０、２４４、２４６
、２３０、２３２、３０９、水素ポンプ２１０およびコンプレッサ３０５等をそれぞれ制
御する。さらに制御部４は、後述する電磁弁５１５の制御も行う。なお図面を見やすくす
るため、制御線等は省略されている。
【００２７】
　ここで、酸化剤ガスの通常の流れについて簡単に説明する。燃料電池システムの通常の
運転時には、制御部４によって、コンプレッサ３０５を駆動させることにより、大気中の
空気が酸化剤ガスとして取り込まれ、酸化剤ガス供給流路３０１を通り、加湿器３２５を
介して燃料電池１に供給される。供給された酸化剤ガスは、燃料電池１内において電気化
学反応により消費された後、酸化剤オフガスとして排出される。排出された酸化剤オフガ
スは、酸化剤オフガス排出流路３０３を通り、外部に排出される。
【００２８】
　次に水素ガスの流れについて説明する。通常の運転時には、制御部４によって電磁弁２
３０が開かれ、高圧水素タンク２００から水素ガスが放出され、その放出された水素ガス
は、燃料ガス供給流路２０１を通って、減圧弁２３２で減圧された後、電磁弁２３４を介
して燃料電池本体１に供給される。供給された水素ガスは、燃料電池１内で電気化学反応
に消費された後、水素オフガスとして排出される。排出された水素オフガスは、循環流路
２０３を通り、気液分離器２２０で水分が除去された後、水素ポンプ２１０を介して燃料
ガス供給流路２０１に戻され、再び燃料電池本体１に供給される。なお燃料ガス供給流路
２０１と循環流路２０３の接続点Ａと水素ポンプ２１０との間には逆止弁２４２が設けら
れているため、循環している水素オフガスは、逆流しない。なお通常は、第１および第２
の分岐流路２０７、２０９の電磁弁２４４および２４６は閉じているが、必要に応じてこ
れらのバルブが開かれると、それぞれの分岐流路から、気液分離器２２０で処理された水
分を多く含むガスおよび循環させる必要のなくなった水素オフガスが排出される。これら
の液体および／または気体は、酸化剤オフガス排出流路３０３を介して系外に排出される
。
【００２９】
　次に本発明の燃料電池システム構成部品の凍結防止のための動作を、水素ポンプを例に
説明する。
【００３０】
　一般に燃料電池システムが低温環境下で停止された場合、システム内に残留する水分を
含むガスからの水分の凝縮によってシステム構成部品（例えばポンプ、各種バルブ、気液
分離器、加湿器、配管等）が凍結し、次回起動時に速やかなシステム始動が行えなくなる
可能性がある。このようなシステム構成部品の凍結を回避するため、システム停止前ある
いは停止中に、燃料ガス流路２に燃料オフガス等をパージして、残留水分を排出させてお
くことが考えられる。
【００３１】
　例えば水素ポンプ２１０を乾燥させるため、燃料電池本体１を含む燃料ガス流路全体を
対象とした、１系統の掃気経路（以降に示す、第１の掃気経路６００）を構成することが
考えられる。しかしながら、この場合、残留水分量が一定値以下となったと確認されるま
で水素オフガスの循環掃気を繰り返すと、水素ポンプには、継続的に燃料電池本体側から
残留水分が流入するため、燃料電池本体の乾燥、さらには水素ポンプの乾燥の両方が完了
するまで掃気操作が繰り返されることになる。特に通常、水素ポンプの残留水分を除去す
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るには、他の部品に比べてより多くの時間が必要となるため、このような方法では、水素
ポンプの乾燥効率が悪く、システムの停止までに相当の時間がかかってしまう。
【００３２】
　これに対して本発明の方法では、掃気経路を２系統で構成し、燃料電池システムが低温
環境下で停止される際に、２段階の水分除去操作を行う。この場合、第１段階の水分除去
操作では、予め燃料電池本体１を含む第１の掃気経路で水分除去を実施して、燃料電池本
体１の乾燥を行っておき、次に第２段階の水分除去操作では、燃料電池本体１を含まない
第２の掃気経路で、水素ポンプ２１０の水分除去操作を行うという操作が可能となるため
、水素ポンプの水分除去を効率的に行うことが可能となる。
【００３３】
　この２段階の水分除去操作の方法をより詳しく説明する。まず最初の段階では、図１の
破線で示す第１の掃気経路６００内で燃料オフガスが循環される。すなわち、水素ポンプ
２１０によって、循環流路２０３－Ａ点から燃料電池本体１までの燃料ガス供給流路２０
１－燃料電池本体１－とつながる経路で燃料オフガスが循環され、系内の残留水分が気液
分離器２２０で回収除去される（この段階では減圧弁２３４および電磁弁２４０は開いて
おり、電磁弁２３０、２３２、５１５は閉じている）。この燃料オフガスの循環操作によ
って、燃料電池本体１に残留していた水分が十分に排出される。次に、第２段階では、燃
料電池本体１をバイパスした経路、すなわち図１において二重破線で示す第２の掃気経路
６１０で、水素ポンプ２１０によって燃料オフガスが循環され、気液分離器２２０によっ
て残留水分が除去される（この段階では減圧弁２３４および電磁弁２４０は閉止され、電
磁弁５１５は開かれている）。これにより、燃料電池本体１の影響を受けずに水素ポンプ
２１０を効率的に乾燥させることができる。
【００３４】
　この動作を図２に示すフローチャートを例に、詳しく説明する。
【００３５】
　図２は、燃料電池システムを停止する際のシステムの動作フローを示した図である。ま
ずステップＳ１０では、温度センサ等の検出手段によって、外気温度または対象配管温度
（例えば図１の、燃料ガス流路２内のいずれかの配管温度）が測定され、制御部４では、
この測定温度４０１と予め設定された閾値との比較により、凍結防止のための水分除去操
作の必要有無が判断される。測定温度４０１が閾値以下の場合には、制御部４において、
燃料ガス流路２の水分除去操作が必要と判断され、次のステップＳ２０に進む。一方、測
定温度が閾値を上回る場合には、制御部４から水分除去操作のための指令はされないため
、特別な操作がされずにシステムが停止される。従って、このような判断ステップＳ１０
を設けることにより、システムの省エネ化が可能となる。なお通常のシステムにおいては
、システム停止前に第１の掃気経路で掃気を行うことが、通常の停止モードとして組み込
まれている場合も考えられる。この場合は、ステップＳ１０において、測定温度４０１が
閾値を上回っても、システム停止直前に第１の掃気経路での掃気だけが実施される。
【００３６】
　次にステップＳ２０においては、電磁弁２３０、５１５と減圧弁２３２が閉じられ（あ
るいは閉じていることが確認され）るとともに、電磁弁２３４、２４０が開かれ（あるい
は開いていることが確認され）、第１の掃気経路６００が形成される。また水素ポンプ２
１０が稼動して、第１の掃気経路６００内での燃料オフガスの循環が開始される。これに
より、燃料電池本体１を含む第１の掃気経路６００内に残留している水分が、気液分離器
２２０によって回収処理される。
【００３７】
　次にステップＳ３０では、第１の掃気経路内の残留水分量が基準値以下となっているか
どうかが判断される。残留水分量が基準値を超えていると判断された場合、第１の掃気経
路内での燃料オフガスの循環が継続される。一方、残留水分量が基準値以下に低下してい
ると判断された場合、第１の掃気経路での残留水分除去操作は完了して、ステップ４０に
移行する。ここで、制御部４において、第１の掃気経路の残留水分量が基準値以下となっ
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たことを判断する方法として、以下のような方法がある。（１）予め制御部４に、水素ポ
ンプの作動時間と水分除去量の関係を記憶させておき、水素ポンプが所定の作動時間に達
したときに、経路内の水分が基準値以下になったと判断する方法、（２）気液分離器に液
面センサ等を設置しておき、第１の掃気経路での燃料オフガスの循環により回収された水
分除去量の変化をモニターし、この経時変化が予め設定した変化量以下となった場合に、
経路内の水分が基準値以下になったと判断する方法等である。なお（１）の方法の場合、
水素ポンプの作動時間と水分除去量の関係は、燃料電池の発電量や冷却水温など、燃料電
池の作動状態によっても変化するため、制御部４には、各種条件下での複数の関係を記憶
させておくことが好ましい。
【００３８】
　ステップＳ４０では、制御部４の指令により、電磁弁２３４、２４０が閉じられ、電磁
弁５１５が開かれて、第２の掃気経路６１０が形成される。この経路においても、水素ポ
ンプ２１０によって、燃料オフガスの循環が行われる。
【００３９】
　次にステップＳ５０では、第２の掃気経路６１０内の残留水分量が基準値以下となった
かどうかが判断される。残留水分量が基準値を超えていると判断された場合、第２の掃気
経路６１０内での燃料オフガスの循環が継続される。一方、残留水分量が基準値以下とな
ったと判断された場合には、第２の掃気経路６１０での燃料オフガスの循環操作は完了し
て、システムが停止される。なおこのステップにおいても、前述の第１の掃気経路６００
内の残留水分量の判断方法と同様の方法を利用することができる。
【００４０】
　上記のステップによって、燃料ガス流路２内の水素ポンプ等の構成部品を確実かつ効率
的に乾燥させることが可能となる。
【００４１】
　本発明の燃料電池システムの別の実施例は、図３に示されている。
【００４２】
　この例では、先に示した図１とはバイパス流路の位置が異なっている。すなわち、バイ
パス流路５３０の一端は、燃料ガス供給流路２０１の、電磁弁２３４と接続点Ａ（燃料ガ
ス供給流路２０１と循環流路２０３の接続点）の間に接続される（接続点Ｂ）。また、バ
イパス流路５３０の他端は、循環流路２０３の、水素ポンプ２１０と気液分離器２２０の
間に接続される（接続点C）。なおバイパス流路５３０には電磁弁５２５が配置されてい
る。
【００４３】
　このシステム構成においても、第１段階の水分除去操作の際には、第１の掃気経路６０
０内で、前述の経路により、同様に燃料オフガスが循環される。しかし第２段階の水分除
去が行われる場合、このシステムでは、電磁弁２３４、２４０が閉じられ、電磁弁２３０
、２４６，５２５、減圧弁２３２が開かれる。すなわち、乾燥した水素ガスが、高圧水素
タンク２００－燃料ガス供給流路とバイパス流路５３０の接続点Ｂ－バイパス流路５３０
と循環流路２０３の接続点Ｃ－の経路で水素ポンプ２１０に流入され、水素ポンプ２１０
に含まれる残留水分が排出される。水素ポンプ２１０から排出された水分を含む水素ガス
は、電磁弁２４６および希釈器２５０を介して排出される。このシステムの場合、水素ポ
ンプ２１０内の残留水分の除去に新鮮な乾燥水素が用いられるため、より効率的な水分除
去を行うことが可能となる。
【００４４】
　なお、本発明の燃料電池システムによるシステム停止操作は、システムが稼動状態から
停止されるときにのみ適用されるものと解してはならない。例えば燃料電池システムが低
温環境下で停止されている状態において、凍結が生じる恐れがある場合に必要に応じて前
述の（図２の）操作を行うようにすることも可能である。この場合、２系統の掃気経路内
を循環させるガスとして、燃料オフガスの代わりに高圧水素タンク２００からの水素ガス
が用いられても良い。
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【００４５】
　上記の本発明の実施例では、水素ポンプ２１０を対象として、これを効率的に乾燥させ
る例について説明した。すなわち、第１の掃気経路には水素ポンプ２１０と燃料電池本体
１が含まれ、第２の掃気経路には水素ポンプ２１０が含まれ、燃料電池本体１が含まれな
い構成について示した。しかしながら、本発明による２系統の掃気経路はこのような構成
に限られるものではない。さらに本発明の適用対象となるシステム構成部品は、水素ポン
プに限られるものではない。例えば、反応ガス流路に設置されている別の構成部品（バル
ブ、加湿器、配管等）を対象として、第１の掃気経路を燃料電池本体が含まれるように構
成し（前記構成部品は含んでも含まなくても良い）、第２の掃気経路をそのような部品が
含まれ、燃料電池本体が含まれない構成とすることも可能である。
【００４６】
　また、本発明の説明のために使用した燃料電池システムの構成は一例であって、本発明
を限定するものではない。例えば、実際の燃料電池システムでは、示されていない箇所に
も、電磁弁や配管等他の構成部品が配設される場合があり、逆に図１または３に示したい
くつかの構成部品が省略される場合もあり得ることに留意する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の燃料電池システムの構成図である。
【図２】本発明の燃料電池システムにおけるシステム停止時の動作を示すフローチャート
である。
【図３】本発明の燃料電池システムの第２の実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１　　　燃料電池本体
　２　　　燃料ガス流路
　３　　　酸化剤ガス流路
　４　　　制御部
　２００　高圧水素タンク
　２０１　燃料ガス供給流路
　２０３　循環流路
　２０７　第１の分岐流路
　２０９　第２の分岐流路
　２１０　水素ポンプ
　２２０　燃料オフガス用気液分離器
　２３０、２３４、２４０、２４４、２４６　電磁弁
　２３２　減圧弁
　２４２　逆止弁
　２５０　希釈器
　３０１　酸化剤ガス供給流路
　３０３　酸化剤オフガス排出流路
　３０５　コンプレッサ
　３０９　電磁弁
　３２５　加湿器
　３１２　酸化剤オフガス分岐流路
　４００　圧力測定結果
　４０１　温度測定結果
　５１５、５２５　電磁弁
　５２０、５３０　バイパス流路
　６００　第１の掃気経路
　６１０　第２の掃気経路。
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